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・
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一
川
市
市
川
内
山
上
り
文
川
す
る
柿
助
金
山
中
K
H
州
民
が
地
方
側

川
M
A
引
仙
の
非
伐
利
川
仰
に
川
町
し
交
付
す
る
も
山
町
・
と
常
利
引
業

忙
射
し
交
付
す
る
も
の
と
の
一
一
つ
が
恥
る
。
と
L
K
川
凶
止
す

b
、J
4
Lリ
寄
与
E
"
u川
崎
県
、

ヨ
4
0
M
j
j
i
p
J
M
M
j
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1
8
3
3
u
n
a
n

市
川
村
紅
る
地
方
附
仰
に
針
す
る

凶
山
州
制
坊
に
附
し
て
で
あ
る
。

今
此
立
味
に
川
町
け
る
凶
山
州
Mm肋
K
封
し
定
識
を

I
せ
ば

叶
地
方
代
比
射
す
る
附
山
叩
柿
肋

ιLは

地
方
川
仰
の
車
業
の

助
成
又
は
肘
政
的
提
山
川
山
泊
忙

戒
は
地
方
川
仰
の
泊
L
た
凶

来
的
制
坊
に
釘
す
る
祁
似
の
時
め
に

閥
次
抑
制
約

j
u地
方
川

間

ι針
し
叫
す
川
川
を
云
ふ
o
h

-
V
」
一
耳
払
う
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
判
〈
も
・
相
川
脈
又
は
市
川
村
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二
イ
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職

銀

地
方
費
に
謝
す
る
闘
庫
補
助

の
事
業
の
助
成
又
は
財
政
的
援
助
或
は
岡
山
北
的
動
携
に
謝
す
る

報
償
の
詩
に
せ
ら
れ
る
山
拍
た
ら
は
、
共
名
郡
の
如
何
世
間
は

4
y
、
此
虞
に
一
耳
ム
柿
助
金
に
色
合
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

賞
際

法
令
共
白
他
に
定
め
ち
れ
た
る
所
在
見
る
に
、
地
方
費

ι到
す

る
岡
出
陣
柿
助
は
、
或
は
下
波
金
、
交
付
金
、
柿
給
金
、

助
成
金

(
叉
は
助
成
費
)
奨
助
金
(
文
は
挺
助
費
)
等
白
名
に
よ
っ
て
呼
ば

れ

τゐ
る
事
が
あ
る

己
の
意
味
に
於
け
る
地
方
費
柿
助
は
種
々
な
標
準
に
蹴
っ
て

(ー・);}(
之 府 の
は賑如
備費〈
助 柿 分
E 助知
県、せ

ム甘f ら
る阿J れ
園村る
腿費
白怖
如助
{肩J
に
よ
っ
-c 

E 
し
た
も
の

(こ)!
之ーで
は般あ
地費る
方補。
凪助
憾
の特
経別
消費

函買
を
補
助
す
る
由通
又
は
特
別
の
費

用
比
封
し
補
助
す
る
か
に
よ
る
直
別
で
あ
る
、

一
般
費
柿
助

の
例
と
し
て
は
現
今
沖
縄
臓
に
釘
す
る
地
方
費
補
給
が
あ
る

の
み
で
あ
る
ω

巴
警
察
費
補
助
、
土
木
費
補
幼
、
勧
業
費
補
駒
、
枇
品
開
事
業
費

第
二
十
λ
替

第

貌

四
λ
凶

--，、

補
助
、
衛
生
費
補
助
文
化
費
制
助
、
運
輸
費
補
助
等
、
、

之
は
二
由
騎
別
費
補
助
を
削
別
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
柿
助

す
ベ
宮
費
目
を
線
離
巴
と
し
た
る
分
類
で
あ
る
。

四
時
陣
算
術
助
、
精
算
柿
明
、

補
助
す
べ
き
地
方
幽
憾
の
事
業
白
漁
算
磁
を
目
首
と
し
て
柿

助
金

E
交
付
す
る
か
、
又
は
補
助
す
べ
き
事
業
白
執
行
の
寅

績
に
よ
り
補
助
金
制
酬
を
算
出
し
亡
交
付
す
る
や
の
国
別
E
b

る
。
抽
出
算
柿
助
は
市
町
村
の
橡
算
編
成
上
は
好
都
合
な
る
も

猷
費
し
易
く
必
一
安
以
上
の
翻
を
般
に
強
算

ιあ
ぐ
る
萄
が
b

る
、
敢
に
図
庫
白
主
場
と
し
て
は
、
必
・
千
十
事
業
執
右
後
決

算
書
E
Kり
、
若
し
決
算
金
額
が
補
助
金
交
付
白
指
令
を
う

付
た
首
時
に
於
け
る
抽
出
算
金
額
に
建
せ
ざ
る
と
き
は
共
の
交

付
し
た
補
助
金
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
せ
し
む
る
様
た
方

訟
を
と
る
必
要
が
あ
る
ハ
認
病
強
防
費
凶
庫
補
助
規
則
第
五

僚
、
開
晶
糸
業
改
良
時
開
附
剛
費
交
付
規
則
第
六
保
等
品
世
間
)
O

精

算
柿
助
に
あ
っ
て
は
、

か
h
A

る
師
倒
た
手
総
を
占
る
の
裂
は

在
い
が
、
事
業
の
執
行
後
で
・
な
け
れ
ば
補
助
金
山
交
付
が
丘

い
か
ら
佐
々
年
度
後
に
初
て
牧
入
す
る
と
止
が
あ
る
。



時
庫
算
制
幼
白
例
と
し
て
は
、
置
病
抽
出
防
費
補
幼
、
露
品
市
業
改

良
輔
関
脇
費
を
あ
ぐ
ベ
〈
.
精
算
補
助
の
例
L
C

し
て
は
職
業
紹

介
所
補
助
、
感
化
院
補
助
.
公
訴
質
屋
補
助
等
が
あ
る
。

伍
直
接
補
助
、
間
接
補
助
、

補
助
す
べ
き
事
業
主
織
す
闇
憾
に
釘
L
直
接
補
助
金
を
輿
ム

宕
か
、
叉
は
共
事
業
主
錦
す
囲
舶
の
上
級
地
方
函
憾
に
補
助

主
興
ふ
る
事
に
よ
っ
て
間
接
民
共
事
業
の
助
成
主
鵠
す
か
の

匝
別
で
あ
る
。
例
へ
ば
獄
品
刷
業
改
良
奨
助
費
焚
付
規
則
第
二

僚
第
五
披
に
よ
っ
て
郡
市
町
村
農
舎
共
の
他
の
闘
暢
が
潟
す

桑
閣
改
良
事
業
に
封
し
補
助
金
を
交
付
す
る
際
の
如
き
、
園

家
は
府
臓
に
到
し
補
助
金
主
交
付
し
府
燃
は
共
柿
助
金
を
賞

該
国
胞
に
取
弐
ぐ
事
に
た
っ
て
ゐ
る
。
と
れ
が
間
接
柿
助
で

あ
る
。
叉
侮
染
病
強
防
費
柿
助
で
は
、
闘
は
府
臓
を
し
て
市

町
村
白
支
出
の
六
分
の
一
乃
至
二
分
。
一
白
納
助
を
持
さ
し

め
、
岡
庫
自
身
と
し
て
は
道
府
臓
の
支
出
し
た
時
間
防
費
井
に

道
府
臓
の
市
町
村
補
助
費
に
封
し
六
分
の
一
乃
至
=
一
分
の

を
補
助
す
る
事
L

と
た
っ
て
ゐ
る
。
帥
傭
染
病
抽
出
防
費
に
到
す

る
園
庫
補
助
に
は
直
接
柿
助
と
間
接
補
助
の
一
一
ワ
の
方
法
が

相

錐

地
方
費
に
劃
す
る
幽
臨
舗
助

(六)
補定併
幼翻せ
5I:O 11h f百
の功 Eム
定、ら

め比札
方例 c
が布自ゐ
定助る
綱、謂
主マσ
以あ
てる
せ 。
ら
れ
る
古道
》土

は
共
費
目

に
到
す
る
比
例
師
閣
を
以
て
せ
ら
れ
る
か
の
国
別
で
あ
る
。
通

常
は
比
例
補
助
P
あ
っ
て
、
定
額
補
助
に
嵐
ず
る
も
白
は
、

現
今
で
は
北
海
道
拓
組
地
警
察
費
補
給
が
あ
り
、
叉
え
正
十

四
年
起
存
在
し
て
ゐ
た
島
地
幹
袋
費
補
給
等
が
之
に
嵐
し
、

〈七〉
建一共
設時例
費的が
共 補 遊
白JJlJ だ

他少
の暗躍い
臨 鎖 。
時的
費補
に助
墨』
し
』亡

詩
さ
J/1し

る

柿
WJ 
を

n寺

的
補
助
と
一
再
び
、
経
常
的
経
費
に
封
し
話
さ
れ
る
柿
助
が
他

続
的
補
助
で
あ
る
。
公
第
四
回
屋
建
設
費
補
助
に
あ
っ
て
、
町
設

備
に
嬰

T
る
経
費
即
ち
創
設
費
、
改
良
費
繍
張
費
及
、
之
に
伴

ふ
初
度
調
緋
費
白
二
分
の
一
以
内
を
補
助
す
べ
き
事
を
規
定

し
て
ゐ
る
の
は
一
時
的
補
助
の
例
で
あ
る
。
叉
義
務
教
育
費

図
庫
負
措
法
で
は
市
町
村
立
尋
常
小
事
校
教
員
の
俸
給
に
要

す
る
経
費
D

一
部
を
負
携
す
べ
き
事
量
規
定
し
て
ゐ
る
白
は

繊
鎖
的
視
助
の
例
で
あ
る
。
倫
警
察
費
K
到
す
る
園
庫
下
波

第
二
十
八
巻

四
λ
E

第
三
観

-=一七



鞠

依

地
方
費
に
謝
す
る
闘
凪
補
助

金
の
却
〈
瞥
築
費
及
斡
察
鴎
合
連
築
修
繕
費
に
封
し
柿
助

し
‘
叉
職
業
紹
介
所
補
助
白
如
〈
一
職
業
紹
介
所
建
築
費
及

之
に
仲
ム
初
度
調
排
費
及
二
共
他
。
諸
費
に
封
し
補
助
す
る

の
は
、
一
時
的
補
助
主
織
観
的
補
助
と
を
一
の
法
規
り
中
に

包
合
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

八
分
指
楠
助
、
向
費
補
助
、

柿
助
が
血
(
へ
ら
れ
る
迎
山
如
何

ιよ
っ
て
分
挽
柿
助
d
山
費

柿
助
と
を
別
つ
。
分
檎
補
助
は
、
園
家
と
地
方
閣
制
止
が
各

々
自
己
に
闘
す
る
利
証
を
標
準
と
し
て
山
川
費
を
分
婚
す
る
白

意
味
白
下
に
、
図
家
が
地
方
図
慌
に
補
助
主
奥
ふ
る
も
の
で

あ
る
。
之
は
連
帯
支
緋
金
i
E
I
ふ
を
辿
常
と
す
べ
く
、
義
務

教
育
費
岡
山
陣
下
渡
金
や
警
察
費
井
に
瞥
祭
出
脚
舎
建
築
修
繕
貨

に
封
す
る
図
廊
下
波
金
の
如
曹
は
之
に
嵐
す
る
。
山
川
費
補
助

止
は
、
共
地
方
圏
憾
の
事
業
の
助
成
又
は
財
政
援
助
の
舗
に

す
る
補
助
金
で
あ
っ
て
、
勧
業
費
補
助
十
梅
山
地
工
作
臨
所
在

市
町
村
が
交
付
す
る
所
由
市
町
村
助
成
金
等
は
共
例
で
あ

る。

第
二
十

A
容

四
λ
六

告書

拙

凡

さ
て
図
は
地
方
費
に
封
し
何
故

ι補
助
を
必
要
・
と
す
る
か
。

そ
の
原
因
は
一
、
園
家
の
事
務
に
付
地
方
図
慨
が
紐
費
負
婚
を

命
ぜ
ら
れ
る
場
合
之
、

二
、
地
方
図
憾
の
間
有
事
務
に
闘
す
る

場
合
と
‘

、
共
他
の
場
合
と
の
三
つ
に
分
つ
背
中
が
出
来
る
。

第
一
ほ
図
家
の
事
務
に
付
地
方
闘
闘
が
経
費
の
負
婚
を
命
ぜ

ら
る
L
よ
り
生
や
る
柿
助
金
で
あ
っ
て
、
史
民
細
分
し
て
経
費

の
負
強
が
事
務
の
負
掠
を
伴
ム
場
合
・
と
経
費
の
負
強
が
事
務
自

負
婚
を
仲
は
ざ
る
場
合
と
に
す
る
。

〉A
綴
抽
耳
目
負
携
が
事
務
の
負
婚
-
T
伴
ふ
場
合
、

(
 

国
家
は
使
宜
上
本
来
自
己
の
潟
す
べ
き
事
務
を
地
方
幽
偲
を

し
亡
鵠
喜
し
む
る
事
が
あ
る
。
と
れ
所
問
委
任
事
務
で
あ
る
。

現
今
地
方
図
惜
は
自
己
間
有
白
事
務
を
有
し
て
ゐ
る
外
に
園
出
張

よ
り
委
任
せ
ら
れ
た
事
務
を
有
し
て
ゐ
る
(
府
腕
制
第
二
僚
、

市
川
第
二
保
.
町
村
制
第
二
保
品
世
間
)
。

此
委
任
事
務
の
中
に

二
つ
の
性
質
の
異
っ
た
も
仏
が
あ
る
。

一
は
共
事
務
た
る
や
古
該
地
方
圏
憶
に
は
何
等
の
利
害
関
係

を
も
有

L
K
い
も
の
削
機
綬
た
る
同
家
的
利
保
の
震
に
地
方
図

慨
が
協
力
す
る
断
白
も
り
で
あ
る
。
例
へ
ば
図
税
の
徴
牧
を
市



町
村
に
於
て
矯
す
が
如
き
之
で
あ
る
。
か
h

る
事
務
に
封
し
困

が
補
助
金
を
奥
へ
る
白
は
、
蛍
該
地
方
岡
純
を
し
て
共
事
務
に

喜
ん
で
従
事
せ
し
め
ん
が
震
の
奨
働
の
意
味
を
も
っ
て
此
事
務

の
舗
に
要
し
た
費
用
を
地
方
圃
間
に
賠
償
す
る
の
で
あ
る
。
現

行
制
度
で
は
市
町
村
は
地
刷
、
第
三
極
の
所
得
に
係
る
所
得

倒
人
の
替
業
収
益
税
、
乙
租
の
資
本
利
子
税
E

説

替

業

税

徴
牧
す
る
義
務
主
有
し
て
ゐ
る
。
此
等
諸
税
は
納
税
義
務
者
多

政
で
図
裂
が
直
接
徽
牧
ず
る
は
閤
雌
で
め
る
か
ら
之
が
微
牧
に

は
市
町
村
の
協
力
主
政
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
岡
山
聞
か
ら

は
之
が
徴
収
の
費
削

E
賠
償
す
る
の
意
味
で
、
共
徴
収
金
制
の

百
分
の
一
三
に
相
常
ず
る
金
額
及
納
税
告
知
書
一
通
に
付
金
三
銭

の
割
合
を
以
て
計
算
し
た
る
金
制
酬
を
共
市
町
村
氏
交
付
す
る
ζ

主
主
怠
っ
て
ゐ
る
。
此
困
税
徴
収
交
付
金
の
算
定
の
基
礎
は
何

に
蹴
っ
た
の
で
あ
る
か
は
之
を
明
に
す
る

E
得
な
い
が
、
此
徴

収
交
付
金
た
る
も
の
は
市
町
村
が
徴
牧
に
要
す
る
費
川
よ
り
多

少
多
い
と
と
が
望
ま
し
い
。
夫
は
市
町
村
を
し
て
喜
ん
で
此
閣

家
的
事
務
た
る
徴
収
事
務
に
従
事
せ
し
め
、
困
・
と
し
て
も
共
牧

入
の
碓
寅
を
期
さ
ん
が
舗
で
あ
る
。

雑

錐

地
方
費
に
謝
す
る
圃
陪
補
助

委
任
事
務
中
の
第
一
一
種
止
し
て
、
其
委
住
事
務
が
専
ら
図
家

の
利
従
に
附
す
る
の
み
で
左
〈
.
委
任
を
う
吋
た
首
該
地
方
岡

胞
に
と
っ
て
も
重
要
在
意
誌
を
も
っ
所
の
も
の
が
あ
る
。
一
克
来

国
家
の
事
務
と
い
っ
て
も
結
局
は
一
般
地
方
人
民
の
利
益
に
蹄

し
E
共
の
費
用
に
腕
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
共
事
務
が
綿
に
地

方
的
た
る
時
比
之
を
地
方
圏
慨
に
委
任
す
る
を
便
と
す
る
の
で

あ
る
o
例
へ
ば
帯
常
小
串
校
、
体
染
病
院
、
隔
離
病
合
、
隔
離

川
又
は
泊
議
所
の
設
立
を
市
町
村
忙
委
任
し
、
中
製
校
、
師
範

感
校
、
質
業
製
校
、
専
門
事
校
、
地
方
測
供
所
、
地
方
農
事
試

験
場
、
地
方
農
事
講
習
所
、
積
畜
場
‘
感
化
院
、
精
榊
病
院
、

編
療
養
刷
等
の
設
置
を
道
府
臓
に
委
任
す
る
が
如
き
之
で
あ

る
。
此
等
の
事
務
に
闘
し
で
は
之
が
経
営
を
地
方
閤
腿
K
委
任

す
る
け
れ
ど
も
園
出
識
に
約
し
て
も
利
害
嗣
係
の
深
い
所
で
あ
る

か
ら
園
家
は
補
助
金
と
一
耳
ム
形
で
之
が
費
用
の
分
任
主
話
す
の

で
あ
る
。

此
種
の
事
務
に
謝
す
る
補
助
の
中
で
も
閣
が
地
方
回
世
に
之

が
義
務
と
し
て
箆
す
べ
き
と
と
を
命
や
る
所
潤
必
要
事
務
に
封

す
る
も
の
之
、

単
に
地
方
圏
艦
に
共
事
務
主
筋
し
う
る
楠
能
E

第
ニ
十
八
巻

鋳

掛

一
三
丸

四
八
七



雑

鵠

地
方
費
に
劃
す
る
回
庫
補
幼

興
ふ
る
所
の
随
意
事
務

ι針
す
る
も
の
と
を
別
ち
考
ふ
る
を
必

要
と
す
る
。

若
し
必
要
事
務
主
し
て
図
家
の
利
徒
に
も
閲
す
る
所
大
左
る

も
の
を
委
任
し
た
た
ら
ば
、
図
は
必
や
や
負
a随
分
任
白
窟
味
E

補
助
主
翁
さ
た
け
れ
ば
左
ら
な
い
。

ιか
し
共
事
務
が
随
意
事

務
な
れ
ば
、
地
方
問
削
闘
は
財
政
の
許
す
干
否
や
共
の
他
の
事
的

を
考
臨
し

t
自
ら
之
を
錦
す
と
た
古
ざ
る
と
を
決
し
う
る
の
自

由
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
、
因
。
補
助
も
図
。
財
政
の
都
合
に
よ

っ
て
或
は
輿
へ
或
比
奥
へ
ざ
る
事
を
う
る
。
又
必
要
事
務
に
封

す
る
と
随
意
事
務
に
封
ず
る
・
と
に
よ
っ
て
補
助
の
歩
合
を
具
に

し
で
も
よ
い
。
例
へ
ば
道
府
腕
に
釘
す
る
地
方
感
化
院
費
補

助
、
編
療
養
所
費
補
助
、
侍
染
病
抽
出
防
費
補
助
、
及
市
町
村
に

謝
す
る
ト
ラ
ホ
ー
ム
強
防
費
補
助
、
停
染
病
珠
防
費
補
助
等
は

必
要
事
務
に
封
す
る
補
助
で
あ
る
が
、
之
等
は
補
助
す
る
事
此

に
補
助
歩
合
等
は
確
定
的
に
法
律
で
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然

る
忙
随
意
事
務
た
る
道
府
旧
制
種
畜
場
に
制
す
る
補
助
で
は
大
正

八
年
農
林
省
令
第
十
五
蹴
道
府
職
種
畜
場
楠
助
金
交
付
規
則
第

一
僚
に
於
て

第
二
十
凡
巻

回
凡
凡

第

鵠

四
O 

『
車
両
務
大
臣
は
高
庄
内
改
良
噌
殖
t
提
画
す
る
錫
本
則
陪
但
り
符
年

度
疎
算
の
純
岡
内
に
於
て
捕
助
金
量
交
付
す
』

主
規
定
し
て
ゐ
る
o

補
助
の
確
否
は
岡
家
抽
出
算
の
通
過
を
待
た

叉
伺
令
第
二
僚
に
補
助
費
目
は
畿
が
っ
て
ゐ
る

が
、
此
得
費
目
に
到
し
何
割
を
柿
助
す
る
か
と
い
ム
事
は
毎
年

度
の
抽
出
算
の
如
何
に
依
っ
て
左
右
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ね
ば
た
ら
十
.

又
結
綴
療
養
所
の
設
躍
に
あ
っ
て
は
必
型
車
紛
た
る
際
と
随

意
事
務
た
る
際
L

と
に
よ
り
補
助
の
歩
合
を
具
に
し
て
ゐ
る
。
即

ち
設
置
命
令
に
よ
り
設
立
せ
ら
れ
た
結
額
療
養
所
に
封
し

τは

左
の
直
分
に
依
り
補
助
す
る
。

然
る(ニ) (ー)

皇宮事
面也習
fE伝書
下ア費 目

K 量IJ
よ i世
ら 費
十Jt
設'!!!
世器

す~
る四二に
も分分之
伝》白世に

11:ーl ー伴

t1土
て w

肢
は 掴

古語

匪
分
に
よ
り
補
助
す
る
。

ト
結
核
山
田
議
所
白
創
設
費
及
繍
盟
批
挫
に
之
に
伴
ふ
初
度
調
排
費

四
分
。
一
乃
至
二
分
の
一

λ
分
ω
一
乃
至
六
分
自
一

(B) 

粧(二}
費共
のの

負叫
捺ぷ

毒益
務
の
負
指
E 

告
ざ
る

場
.A 
町、



地
方
醐
胞
が
岡
家
事
務
に
付
て
経
費
を
負
推
す
る
場
合
は

A
の
委
任
事
務
以
外
に
事
拍
明
白
負
婚
を
伴
は
宇
草
に
経
由
H

の
み

を
負
指
せ
し
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
わ
例
へ
ば
地
方
図
憾
の
吏

員
に
委
任
せ
ら
れ
た
事
務
に
封
し
地
方
図
慌
を
し
て
経
費
を
負

指
せ
し
め
、
行
政
官
艇
と
し
て
行
ふ
事
務
に
付
費
用
心
全
部
又

は
一
部
主
共
地
方
閤
慨
に
於
て
負
摘
す
る
事
が
あ
る
。
府
旧
制
知

事
又
は
市
町
村
長
は
委
任
を
う
け
て
図
白
皆
造
物
た
る
府
麻

道
、
市
町
村
道
の
管
理
者
'
と
な
り
、
困
道
K
付
て
は
行
政
官
臨

た
る
府
服
知
事
の
管
埋
す
る
所
で
あ
る
が
、
共
に
共
経
費
の
負

強
は
地
方
圏
健
た
る
府
牒
又
は
市
町
村
の
負
ム
所
で
あ
る
。
警

此
等
白
費
用
に
謝
し
て
闘
が
柿
助
を
典
へ
る
の
は
、
矢
張
A

B

と
同
様
、
共
事
務
が
園
、
地
方
に
通
じ
て
利
害
関
係
の
深
い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
困
地
方
に
於
て
経
賓
の
分
権
を
待
ず
章
味
で

あ
る
。
例
へ
ば
道
路
法
に
付
て
見
れ
ば
道
路
法
第
三
十
五
保
に

於
て
『
岡
道
D
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
及
特
別
白
事
由

雑

鍬

地
方
晶
置
に
謝
す
る
国
庫
補
助

あ
る
場
合
に
於
て
府
牒
道
以
下
の
道
路
の
新
設
叉
は
改
築
に
要

す
る
費
用
陀
就
て
は
其
一
部
を
関
陣
よ
り
補
助
す
る
事
を
う

る
』
旨
の
規
定
が
あ
っ
て
、
夫
に
基
宮
大
正
十
年
内
務
省
令
第

一
一
蹴
(
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
八
批
忙
て
改
正
〉
が
向

τ

ゐ
る
。第

一
峰
、
道
路
法
第
三
十
五
時
ノ
規
定
一
-
依
ル
陶
庫
補
助
山
首
該
年

此
ノ
疎
算
内
一
-
於
テ
本
令
一
一
依
リ
之
プ
行
ア

第
一
一
峰
、
闘
温
ノ
新
設
又
ハ
改
築
一
一
弾
ス
ル
費
川
ノ
園
出
柑
助
二
一

分
ノ
一
ト
ス
、
但
シ
特
品
品
川
世
ト
鴎
ム
ル
場
A
W
-
-

限
り
補
助
ノ
申
フ

前
一
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
一
ニ
崎
、
府
臓
誼
以
下
ノ
道
路
ノ
新
設
又
ハ
改
築
=
閣
官
ス
ル
費
用
J

岡
山
補
地
ρ

三
分
ノ
一
ト
ス
‘
但
U

特
=
必
要
問
ム
ル
場
合
品
臨

り
補
地
ノ
車
ヲ
-
一
品
ム
ル
ヨ
ト
nv
得

邸
ち
閣
道
に
針

L
て
は
岡
家
が
厚
〈
補
助
す
る
所
以
は
も
占

よ
り
岡
家
の
利
害
に
闘
す
る
所
大
・
な
る
も
の
あ
る
が
震
で
あ
る

で
は
前
越
の
規
定
に
よ
り
補
助
主
興
へ
る
U

此
特
別
の
事
向
た

る
や
補
助
の
位
質
よ
り
し
て
闘
の
利
害

ι閥
係
深
い
も
D
た
る

事
主
要
す
る
の
で
あ
る
。
太
正
丸
年
井
に
大
正
十
年
に
土
木
局

長
よ
り
各
地
方
長
官
犯
に
出
し
た
通
牒
に
於
て
も
此
趣
旨
は
貌

第
二
十
λ
各

四
λ 
丸

第

都

四



雑

蝉

地
方
費
に
請
す
る
困
庫
補
的

は
れ
る
(
駐
)
。

(
註
)

大
正
九
年
盛
甲
第
四
十
三
観
祖
牒
府
麟
道
新
設
改
築
費
闘
庫

補
助
ノ
件

府
麟
道
政
良
型
一
-
謝
ス
ル
岡
山
岬
柿
助
ハ
:
-
・
;
軍
事
よ
其
ノ

他
特
昧
F
事
由
ア
ル
府
腕
泣
=
眠
ル
衣
鉢
=
怯
虎
・
:
・

E

以

下
時

大
正
十
年
設
土
第
三
十
一
一
揖
姐
牒
府
蹴
道
路
指
岡
山
袖
山
一
一

刷
λ

ル
件

:
:
道
路
公
償
法
ヲ
以
テ
ス
ル
府
賑
道
路
費
司
一
一
割
A
.
ル
闘

庫
補
助
ハ
軍
事
上
共
ノ
他
特
殊
ノ
事
由
z
依
り
凶
器
的
且
地

ι
基
キ
共
ノ
新
政
改
築
ヲ
必
要
ト
ス
ル
府
臨
道
=
臨
ル
へ
守

方
針
品
レ
テ
恨
令
管
内
全
部
ノ
府
脱
溢
改
'
且
針
盤
ヲ
樹
立
セ

ラ
ル
、
予
右
よ
闘
賞
セ
サ
ル
モ
ノ

ρ

到
底
詮
議
肱
相
成
義
一
-

候
揖
御
承
知
相
成
度
盛
念
申
越
候
、

叉
結
構
貨
柿
助
に
就
て
も
共
補
助

E
奥
ふ
る
根
械
は
共
港
潤

が
図
に
劃
L
政
治
上
叉
は
経
梢
上
重
大
た
影
響
を
持
っ
て
ゐ
る

が
故
で
あ
る
。

第
二
は
地
方
圏
惜
の
同
有
事
務
に
封
ず
る
補
助
の
場
合
で
あ

る。
も
と

f
L固
有
事
務
と
云
へ
ば
地
方
闇
憾
の
存
立
目
的
た
る

第
二
十
A
A
E

四
九
O

集

量担

11!1 

事
務
を
云
ム
の
で
あ
る
か
色
、

此
事
務
遂
行
は
も
と
よ
り
自
己

の
牧
入
を
以
て
す
べ
く
何
等
国
家
の
保
護
を
要
求
し
得
た
い
の

で
あ
る
。
従
っ
て
岡
家
が
之
に
封
し
補
助
監
拠
ム
る
の
は
、
事

務
の
助
成
と
財
政
補
助
主
の
こ
つ
の
盟
由
に
よ
ら
ね
ば
危
ら

ね
利 (A) 。
訴事
自業
身の
は助
専成
ら白
地理
方山
的に
Q) よ
もる
の柿
と 助
L 、
陸と

も
岡
家
自主1
JI. 
主血
か

此
事
業
に
補
助

金
主
興
へ
助
成
す
る
事
止
す
る
o

不
良
住
宅
地
区
改
善
費
補

ら
之
を
奨
幽
す
る
白
必
要
を
認
め
る
時
に
は
、

助
、
会
経
質
屋
建
設
費
補
助
等
白
枇
曾
事
業
費
補
助
、

k
水
道

及
下
水
道
費
補
助
の
如
き
衛
生
費
補
助
及
補
助
費
中
最
も
重
大

な
地
位
を
占
め
る
勧
業
費
柏
助
の
如
吉
は
之
に
嵐
ず
る
。

仰
が
故
に
国
家
は
此
等
事
業
主
助
成
す
る
の
で
あ
る
か
。
或

は
共
事
業
が
牧
訴
を
伴
は
宇
(
不
良
住
宅
地
区
改
善
・
下
水
道

事
業
等
)
、
叉
は
経
費
の
多
大
を
要
す
る
が
錦
(
上
水
道
等
)
、

地
方
園
間
猫
自
の
力
で
は
之
を
遂
行
す
る
を
臨
時
す
る
時
正
問

題
と
・
な
る
の
で
あ
る
。
印
も
共
事
業
が
岡
家
的
見
地
か
ら
し
て

も
奨
蹴
の
領
組
あ
る
場
合
は
地
方
圏
憾
に
柿
助
を
拠
へ
共
心
事



業
主
品
直
行
せ
し
む
べ
青
で
あ
る
。
勧
業
費
補
助
の
如
宮
、
共
多

〈
は
農
業
補
助
で
あ
る
が
、
地
方
岡
欄
の
勧
業
的
施
設
に
封
し

補
助
し
閥
接
に
綾
産
業
の
護
連
世
助
成
す
る
が
如
き
趣
旨
白
下

に
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〉何
財
政
柿
助
の
理
由
に
よ
る
補
助
、

地
方
図
砲
の
費
力
が
貧
弱
で
あ
っ
て
営
然
震
す
べ
き
事
務
を

も
た
し
待
ざ
る
時
、
園
出
陣
は
之
に
封
し
柿
助
主
奥
へ
共
地
方
国

憾
の
掘
削
官
に
膝
や
る
事
が
あ
る
、
(
沖
細
川
脚
地
方
按
柿
給
の
如

き
然
り
〉
。
葦
し
地
方
圏
醐
世
間
に
於
て
も
富
め
る
あ
り
、
品
買
弱

な
る
あ
り
て
共
財
力
の
均
一
ー
な
ら
ざ
る
は
、
や
む
を
得
た
い
所

で
あ
る
。
貧
弱
な
る
地
方
は
共
地
方
民
に
過
重
の
負
婚
を
錦
さ

し
め
て
倫
且
共
財
源
に
不
足
す
る
欣
態
に
あ
り
、
官
め
る
地
方

は
紐
い
負
婚
を
以
て
し
て
倫
有
り
余
る
財
力
を
擁
す
る
事
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
図
家
が
か
L
る
富
裕
な
地
方
か
ら
の
牧
入
を

以
て
貧
弱
地
方
に
釘
し
補
助
を
興
へ
る
の
は
、
幾
分
負
拾
の
不

均
衡
を
緩
和
す
る
の
働
が
あ
る
。

府
耐
脚
偵
利
子
補
給
(
災
害
復
奮
土
木
借
入
金
の
利
子
補
給
)
は

大
蹴
内
務
岡
大
臣
の
協
定
民
基
〈
内
規
を
棟
地
中
・
と
し
て
柿
助
吐

難

録

地
方
費
に
劃
す
る
岡
庫
補
助

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
共
内
規
ぱ
種
々
た
標
準
例
へ
は
蛍

該
府
鯨
の
起
債
額
、
直
接
同
税
額
、
府
脱
税
制
等
主
参
酌
し
て

定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
叉
特
別
市
町
村

ι封
す
る
義
務
教
育
費
困

廊
下
渡
金
の
増
加
配
営
は
此
廃
位
云
ム
財
政
柿
助
の
意
味
E
合

め
た
も
の
で
あ
る
が
、
共
特
別
市
町
村
の
認
定
槙
抽
中
止
し
亡
、

前
々
年
度
の
直
接
図
説
調
定
済
制
の
一
戸
市
T

均
獅
及
前
々
年
度

の
戸
撒
制
調
定
済
額
の
一
戸
平
均
額

E
t
っ
て
ゐ
る
。
此
は
総

で
如
何
な
る
地
方
が
財
政
上
貧
弱
・
取
り
や
の
娘
細
を
斜
る

K
古

心
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
会
周
一
率
の
椋
単
一
聖
得
る
事
は
亮
一

だ
難
〈

E
つ
共
槙
抽
中
自
身
も
時
勢
占
共
に
締
法
配
鴻
す
も
の
で

あ
る
。右

忙
述
べ
た
貧
弱
地
方
の
一
財
政
補
助
は
、

+ts機
能
的
性
質

を
静
ぷ
る
も
の
で
あ
る
が
、
非
常
災
害
の
震
の
財
政
柿
助
は
全

〈
一
時
的
の
も
の
で
あ
る
。

現
今
災
害
土
木
費
補
助
に
就
で
は
法
規
に
よ
り
一
定
の
規
唱

が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
明
治
四
十
四
年
法
律
第
十
五
鋭
『
府
廠

災
害
土
木
費
閥
庫
補
助
己
閥
ス
ル
件
』
に
基
く
『
災
害
土
木
費
困

庫
補
助
規
程
』
で
は
其
第
一
僚
に

第
二

+
λ
を

四

四
九

第一一一統



報

地
方
費
時
封
ず
る
闘
庫
補
助

錐

園
時
ハ
府
臓
災
害
土
木
賓
が
共
J

府
腕
ノ
地
租
酎
七
分
ノ
一

-Y
超
過

民
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
超
過
樹
三
樹
シ
左
ノ
匝
分
a
従
ヒ
補
助
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

超
過
額
中
地
租
甑
二
分
一
以
下
ノ
金
額
a
付
す

2
A
ノ
金
額
ノ
十
分

什
ノ
闘
以
内

超
過
棋
巾
地
租
敵
ニ
分
ノ
一
ヲ
超
過
レ
地
租
孤
一
一
一
倍
以
下
ノ
金
甑
品

1

付
一
一
ナ
山
共
ノ
金
制
ノ
十
分
ノ
五
以
内

越
拙
甑
中
地
租

d

曲
三
倍
ヲ
超
過
A
V
地
租
翻
五
倍
以
下
ノ
金
制
一
一
制
47

1

A

共
ィ
金
額
ノ
+
分
ノ
穴
以
内
川
崎
融
制
判
中
地
机
額
五
倍
ヲ
却
同
地
シ
地

粗
銅
七
倍
叫
下
J

金
制
一
一
付
テ
ρ

其
ノ
金
額
J

十
分
ノ
七
且
内
超
過

額
巾
地
組
艇
七
倍
ヲ
超
過
ス
ル
金
額
二
付
テ
川
共
ノ
金
額
ノ
十
分
ノ

λ
以
内

此
際
負
携
前
力
目
標
瑠
と
な
っ
た
の
は
地
租
の
み
で
あ
る
。

矢
張
少
く
と
も
三
園
税
を
標
準
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

以
上
は
財
政
楠
劫
の
一
般
標
準
で
あ
る
が
、
過
般
の
聞
東
大

震
災
白
如
き
は
此
常
規
に
よ
る
べ
き
で
な
い
か
ら
、
菅
に
土
木

費
の
み
た
ら
宇
種
々
な
経
費
に
付
異
例
の
補
助
率
E
以
て
復
醤

復
興
事
業
の
成
就
を
助
け
た

ωで
あ
る
。
例
へ
ば
震
災
に
因
る

災
害
土
木
費
補
幼
に
就
て
は
大
正
十
三
年
肋
令
第
二

O
三
披
が

公
布
さ
れ
て
前
越
の
「
災
害
土
木
費
閣
庫
補
助
規
程
』
に
依
ら
た

第
二
十
八
巻

四
九

第
三
抑

四
回

同
歩
合
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

大
正
十
二
年
カ
月
，
震
災
ュ
岡
山
似
東
京
府
、
神
奈
川
眠
、
千
葉
眠
、

埼
玉
岬
町
静
岡
麟
止
山
梨
廊
ノ
史
書
士
木
安
一
一
刊
テ
ヱ
醐
陣
内
茨
寄

土
木
費
闘
山
鮒
助
規
程
一
一
依
ヲ
ズ
左
ノ
両
分
一
一
従
ヒ
補
助
汎
ル
ヨ
ト

ヲ
特東

京
府
品
封
レ
ユ
ア
ハ
府
工
事
費
ノ
八
割
以
内
及
下
融
公
共
同
組
一
一

封
ス
ル
府
柿
刷
費
J

十
割
以
内

帥
議
川
腕
↓
一
謝
シ
テ
ハ
脇
工
事
担
ノ
入
制
五
分
叫
内
比
下
級
品
目
共

闘
曲
目
一
一
一
劃
ス
ル
鯨
制
助
費
ノ
十
割
以
内

雫
葉
山
脚
、
埼
玉
廊
、
静
岡
齢
、
及
山
梨
肱
一
一
封
シ
ア
ハ
蹴
工
事
費

ン
七
割
五
分
以
内
且
下
級
佐
共
闘
世
-
-
封
ス
ル
耐
肺
補
助
費
ノ
+
制

且
内

前
羽
ノ
規
定
ニ
依
ル
府
麟
制
助
費
一
一
謝
ス
ル
補
地
ノ
割
合
A

下
説
会

共
同
聞
曲
目
ノ
災
害
土
木
捜
一
-
封
シ
東
京
府
一
一
在
リ
テ
ハ
北
ノ

λ
割
、
神

奈
川
瓢
一
了
在
リ
テ
丹
其
J
λ
制
色
分
、
千
葉
山
脚
、
埼
玉
服
、
静
岡
麟

及
山
梨
燃
-
一
在
P
T
ハ
其
ノ
七
割
五
分
ヲ
旭
ユ
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ス

叉
道
路
改
良
費
補
助
に
付
て
は
前
述
の
大
正
卜
年
の
道
路
費

図
庫
補
助
規
桂
の
第
二
傍
及
第
三
僚
に
所
謂
『
特
-
一
必
要
ト
認

ム
ル
場
合
』
の
規
定
を
趨
用
し
て
紳
奈
川
肱
及
横
須
賀
市
に
制

す
る
震
災
地
道
路
改
良
費
に
討
し
、
神
奈
川
順
相
自
分
は
図
道
改

良
工
事
費
白
三
分
の
二
、
横
須
賀
市
の
分
は
府
麻
道
、
市
道
政



良
工
事
費
の
二
分
白
一
の
率
に
て
補
助
す
る
事
在
し
た
。

以
上
の
閥
係
は
治
水
費
補
助
、
勅
業
費
補
助
等
に
於
て
も
現

れ
た
、
例
へ
ば
荒
雄
地
復
調
国
費
補
助
に
付
て
は
、
『
荒
雌
地
復

制
閏
費
柿
助
訓
川
』
ハ
明
治
四
十
附
年
出
商
務
省
令
第
一
六
蹴
)
に

よ
っ
て
地
縦
保
謎
植
樹
費
に
約
し
て
は
共
白
料
品
目
白
六
分
の

J;( 
内

地
盤
保
謎
工
事
費
に
剥
し
て
は
共
の
経
費
の
三
分
の

以
内
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
震
災
附
係
の
荒
隣
林
地
の
復
習
一
品
業

K
就
て
は
大
正

1
二
年
K
農
林
省
山
林
局
長
よ
り
の
油
牒
忙
依

っ
て
東
京
府
及
一
川
奈
川
臓
に
謝
し
て
は
工
事
費
白
金
額
、
千
葉

耐
輔
、
静
岡
紙
、
山
梨
臓
に
謝
し
て
は
工
事
費
白
六
分
の
五
以
内

を
補
助
す
る
事
占
し
た
。
又
用
排
水
幹
線
従
鶴
事
業
費
柿
助
、

耕
地
整
迎
復
欝
費
補
助
、
共
同
作
業
場
替
繕
費
補
助
、
耕
輔
品
共

同
飼
育
所
倍
締
品
質
柿
幼
.
共
同
搾
乳
所
皆
様
費
補
助
、
漁
般
建

造
費
補
助
漁
共
蹄
入
費
補
助
、
締
曳
場
築
造
費
補
助
等
に
於

て
も
特
例
的
補
助
を
得
し
て
ゐ
る
。

以
上
は
閥
家
白
事
務
に
つ
き
地
方
図
腿
が
粧
品
耳
の
負
檎
主
命

ぜ
ら
れ
る
場
合
在
地
方
回
附
の
岡
有
事
務
に
閲
す
る
場
合
・
ど
の

二
つ
で
あ
る
が
、
最
後
民
第
三
の
場
合
・
と
し
て
共
の
他
白
原
因

雑

体

地
方
費
に
謝
す
る
闘
障
制
助

に
よ
る
補
助
金
主
事
げ
る
。

岡
政
事
務
に
釣
す
る
料
費
負
婚
に
よ
り
、
叉
同
有
事
務
に
劉

す
る
岡
家
の
事
業
の
助
成
又
は
財
政
的
援
助
の
鵠
の
補
助
以
外

陀
種
々
な
原
因
に
よ
り
柿
助
が
奥
へ
ら
れ
る
事
が
あ
る
。

)
 

A
岡
有
土
地
所
在
市
町
村
に
釘
す
る
交
付
金
、

〈闘
有
土
地
に
却
し
で
は
市
町
村
は
市
制
第
百
二
十
一
日
僚
第
四

項
、
町
村
制
第
百
一
線
第
州
項
に
よ
っ
て
市
町
村
税
E
賦
訴
し

相
刊
危
い
む
で
あ
る
。
従
っ
て
凶
有
土
地
が
そ
の
大
部
分
を
占
め

る
市
町
村
に
あ
り
て
は
、
民
有
な
ら
ば
営
然
と
り
得
る
所
の
積

を
と
り
得
ざ
る
待
、
財
政
欣
態
が
か
た
り
苦
し
く
左
る
。
此
等

市
町
村
の
財
政
補
助
の
意
味
で
交
付
金
が
下
波
さ
れ
る
。
し
か

し
現
今
で
は
一
般
的
に
図
有
地
に
掛
し
此
制
度
が
認
め
ら
れ
て

ゐ
る

ωで
は
な
い
。
た
ピ
共
例
止
し
て
海
軍
工
廠
闘
係
の
市
町

村
助
成
金
及
製
織
所
閥
係
自
交
付
金
白
二
つ
白
み
で
あ
る
。
此

等
市
町
村
に
あ
り
で
は
民
大
左
図
有
地
存
在
す
る
倉
地
租
附
加

税
神
白
牧
入
少
吉
の
み
た
ら
宇
大
工
場
が
あ
っ
て
持
働
者
の
政

捗
し
く
教
育
費
衛
生
費
等
に
多
大
白
経
費
主
要
す
る
止
一
耳
ふ
特

殊
理
由
自
存
す
る
に
よ
っ

τ園
車
交
付
金
白
下
波
が
得
さ
れ
て

第
二
十
入
怪

同
五!

四
九
三

第
三
抗
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Hi 
e) 
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~I~ 
多

い
偽
同
市
に
測
し
之
に
机
抗
す
る
金
制
を
納
給
す
る
の
で
あ

る

" 以
上
、
地
方
政
に
釘
ず
る
崎
市
叩
仙
幼
主
各
組
の
肱
川
中
に
必
吉

分
納
し
、
且
つ
交
付

ω
迎
山
を
三
つ
に
分
中
旬
説
明
し
た
の
で
あ

る
。
地
方
誌
に
札
針
す
る
附
山
叩
柿
助
が
凶
家
財
政
及
び
地
方
財
政

に
如
何
に
並
嬰
配
る
膨
鮮
を
山
内
へ
る
か
は
之
に
よ
b
J
て
、
明
か

で
あ
ら
う
。


